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 令和５年度 第３回 

泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 

議事録 

開 催 日 時 令和５年 10月 31日（火） 午後１時 30分～午後３時 20分 

開 催 場 所 ベルセンター２階 第１研修室 

出席者委員 
川井委員長、上東委員、鈴木委員 

藤原委員、藤井委員、木下委員、 

欠 席 者 高寺委員、檀委員、喜多委員、各務委員 

事 務 局  

案 件 泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【素案】について 

資 料 資料１ 泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【素案】 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局  本日は皆さま方には何かとお忙しいところご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 それでは、ただいまより第３回高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員

会を開会いたします。 

 本日の会議につきましては、泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推

進委員会規則第６条第２項の規定により、委員 10 名中、本日の出席委員は６名で

すので、本委員会の会議は成立しておりますことをまずご報告させていただきま

す。 

 それでは、これより審議に移らせていただきます。泉大津市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画推進委員会規則第６条第１項の委員長が議長なる、に基づき、以

下の議案について議長を委員長にお願いしたいと思います。それではよろしくお願

いいたします。 

  

委員長  では、本日もよろしくお願いいたします。 

 本日の会議、傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。傍聴者はいらっしゃらな

いということですので、本日の会議を進めてまいりたいと思います。 

 それでは、案件１になります。本日はお手元にあります素案の説明になりますが、

基本的には第４章が基本目標ということになりますので、こちらのほうでは時間を

いただくようになると思います。第１章、第２章、第３章それぞれ説明いただいて、

第４章、基本目標１、２、３とありますので、それら１つずつを皆さんにご説明の

後、ご質問を受けるというようなかたちでやらせていただきたいと思います。 

では、泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【素案】について事務局

から説明をお願いします。 

  

事務局  泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【素案】 

第１章、第２章について説明 

  

委員長  ただいま１章、２章についてご説明いただきましたが、ご意見、ご質問ありまし

たらお願いいたします。 

  

委員  16 ページ、17 ページのところですが、認知症高齢者の割合と障害高齢者の割合

ということで、自立度が自立、Ⅰ、Ⅱａ、Ⅱｂ～Ｍまであって、障害のほうはＪ１

からＣ２までありますが、一般の方が見たらこの数字が何を表しているのかが分か

りにくいと思います。それぞれの自立度の定義があると思いますが、せめて重症度

が高い低いなどの説明があったほうがわかりやすいのではないかと思いました。 

  

委員長  ランクの説明ということですね。説明を入れる予定はありますか。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

  

事務局  おっしゃるとおり、市民の方が見てもわかりにくいと思いますので、用語集でお

示しするか、こちらのグラフの下にＪ１、Ｊ２といったかたちでお示ししたいと思

います。Ｃ２が重い方になりますが、何らかの説明を入れさせていただかないとわ

かりにくいと思います。次回 12 月の第４回委員会の時にこういったかたちで対応

させていただきますと回答させていただきたいと思います。 

  

委員長  他にございませんか。 

  

委員  16 ページと 17 ページ、認定者に占める認知症高齢者の割合とありますが、一般

の方は、８期の令和４年度は 84.6％が認知症の方と見られると思います。84.6％と

いうのは自立を除いた数字ですよね。 

  

事務局  はい。 

  

委員  Ⅰが認定者に占める認知症高齢者割合に入っています。Ⅰの方が認知症あるかの

ような扱いになっていますね。 

  

事務局 Ⅱ以上で認知症というのが一般的な概念になると思いますが、検討しまして次回

12月の第４回委員会の時に回答させていただいます。 

  

委員 障害者高齢者割合にはＪ１、Ｊ２は入っていないですよね。Ａ１からＣ２までで

すよね。一般の方から見たら認定者に占める障害者高齢者割合は多いなという感じ

がするなと思います。 

  

事務局  用語の定義等もなくわかりにくいと思いますので、検討しまして次回 12 月の第

４回委員会の時に回答させていただいます。 

  

委員長  では、他にございませんか。特にないようですので、次に進めてまいりたいと思

います。最後にお時間がありましたらご意見伺います。 

素案の第３章の説明をお願いいたします。 

  

事務局 第３章について説明 

  

委員長  計画の基本的な考え方についてご説明いただきました。いかがですか。ご質問が

ありましたらお願いいたします。 

 ご質問、ご意見ないようですので、先に説明させていただきまして、もし追加で
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

ございましたらお聞きするということにしたいと思います。では第４章の施策・事

業の展開について説明をお願いします。 

  

事務局  第４章 施策・事業の展開 基本目標１について説明 

  

委員長  では、ただいま基本目標１についてご説明をいただきましたので、この範囲の中

で何かご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

  

委員  第９期計画の計画値、61ページの特定健診は医師会として泉大津市、忠岡町が協

力して進めていますが、受診率が上がってきているようです。下がっているわけで

はないので、最終的には６年度、７年度のように 60％目標であれば妥当だと思いま

す。 

  

委員長  次の方どうぞ。 

  

委員  62ページ、下から３つ目の通いの場の活動に参加しなくなった高齢者の把握とあ

りますが、把握する方法は具体的にあるのでしょうか。どのように把握していくの

でしょうか。来ない方を把握するのは難しいのではないかと思うのですが。 

  

事務局  75歳を迎える高齢者の自宅を訪問させていただいて、高齢者の意向を調査してい

ます。当該年度に 75 歳を迎える高齢者の方に対して看護師等が訪問し、体の状態

や悩みごとをお伺いしています。 

  

委員長  いかがでしょうか。 

  

委員  75歳以外の方は把握することは難しいということですか。 

  

事務局  それ以外の方に関しては、「すこやか訪問」といった事業があります。ご存じの方

も多いと思いますが、民生委員が訪問を希望される１人暮らしの高齢者に対して定

期的に訪問をする事業です。また、福祉委員が訪問する「友愛訪問」もあります。 

  

委員長  他にご意見ございましたらお願いします。ご意見がないようでしたら、先に進め

てまいりたいと思います。 

 基本目標２の説明をお願いいたします。 

  

事務局  基本目標２について説明 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

委員長  ご説明いただきましたところについてご意見、ご質問がありましたらお願いいた

します。 

 今、ご説明いただいた中に重点事項の「重点」という表記が入っているところが

ありますよね。例えば、84 ページ、「認知症に関する理解・啓発と認知症高齢者を

支える地域づくり」に「重点」と記載があります。なぜ「重点」であるかの説明は

必要ないでしょうか。 

  

事務局  なぜこれが重点かというのはわかりにくいとは思います。 

例えば、「正しい知識の普及・啓発の認知症高齢者を支える地域づくり」（重点）

というところに関しては、83ページの上から３行目、認知症施策推進大綱の中間評

価に加え、というくだりのところで、今後の認知症関連の施策を推進していく考え

です、という方向性のところに記載をさせていただいていますが、それに加えて、

重点ということがわかりやすく入れるほうがよいということでしょうか。 

  

委員長  はい。それとこれがつながっているということがわかれば。あと、63ページに国

がつくったグラフがそのまま載っていますが、非常に小さな文字が中に入っていま

す。こういうのはカラーのほうが見やすいと思います。 

  

事務局  配付する際及びホームページに載せる時はカラーになります。 

  

委員長  中の字が小さいのでどうしても潰れてしまいますので。カラーなら見やすいです

ね。 

  

委員長  他にご質問はございませんか。 

 では、次に進めてまいりたいと思います。基本目標３について説明願います。 

  

事務局  基本目標３について説明 

  

委員長  ただいまのご説明についてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

  

委員  95 ページ、令和４年度が 98％の市職員の認定調査実施で、それ以降は 73％とい

うことですが、これはどういう方向になるということを示しているのか教えてくだ

さい。 

  

事務局  令和４年度においては、コロナ禍ということもあり、認定期間の特例がありまし

た。令和４年度に関しては、認定申請の件数が少なく、市の職員でほとんど調査で

きたということになっています。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

 令和６年度、７年度、８年度の 73％という数字に関しては、申請件数も増えてく

るので、更新申請に関しては一部業務委託をするということになります。 

  

委員  27％が業務委託ということですね。 

  

事務局 そうです。 

  

委員  わかりました。 

  

委員長  他にご意見、ご質問はございませんか。 

 私からの質問ですが、97ページ、介護支援専門員による評価で、看護小規模多機

能型居宅介護が 43.2％不足していると答えていて、小規模多機能型居宅介護は

38.6％。結果としては、小規模多機能型居宅介護を令和８年度に整備しますとなっ

ているのですが、こうなった理由はございますか。 

  

事務局 「通い」を中心として、要介護（支援）者の様態や希望に応じて、随時「訪問」

や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供すること で、中重度となっても在宅で

の生活が継続できるよう支援することができるサービスが必要と考えます。令和５

年５月に実施した事業所アンケートの参入意向の調査結果など、さまざまな事項を

勘案し、今回、９期計画の２年目で公募する流れとなりました。 

  

委員長  他にご意見、ご質問はございませんか。 

 では、基本目標３については以上とさせていただきます。では、今、慌ただしく

やってまいりましたので、１章から今までのところで聞きたかったとか、言ってお

きたかったということで、何かご意見をいただければと思います。 

  

委員 私もそろそろ介護をされる年齢になってまいりました。夫婦だけで暮らしていま

すが、できるだけ介護を受けたくない、お世話になりたくないと思っています。近

くの方でも、外出もされず、ケアマネジャー、民生委員に来てもらっていないとこ

ろも多いです。そのような方の把握はどうされているのでしょうか。 

  

事務局  単身の方は、先ほど申し上げた通り、福祉委員の友愛訪問や民生委員のすこやか

訪問があります。日中独居の方で高齢者の方であれば、委託事業者が夕食の弁当を

提供した際に安否確認を行う配食サービスなどがあります。そのようなサービスを

ご利用いただければと思います。 

  

委員 ご近所のお年寄りの方で亡くなられていた方がいらっしゃいましたが、かなり後



 7 

議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

になって見つかったことがありました。 

  

委員長  今回も一人暮らし高齢者の方が増えていますから、それに対しての取組は。 

  

委員  自治体のほうである程度は連絡先を把握するようにはしていますか。 

  

事務局  先ほどのご質問でもありましたが、75歳になった時の把握訪問の時には、お一人

暮らし、ご夫婦、家族同居関係なく、一律に訪問をしています。市で把握するにし

ても、できる範囲とできない範囲があるので、そういう意味では高齢の方に介護予

防事業とか地域でご近所の方とお話ししていただくとか、日々の仲間づくりという

か、地域でのコミュニケーションはお願いしたいということは思っています。 

外に出るだけでも健康づくりにも寄与すると思いますので、啓発活動を通じなが

ら関係機関の方、民生委員さんや自治会の方にもご協力いただいて、できるだけ多

くの人とつながっているような人間関係をつくっていただきたいと考えています。 

  

委員  74ページ、人生会議、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）について書か

れていますが、資料を見る限り突然出てきたなという印象を受けます。こういった

ことを啓蒙するのはすごくいいことだと思いますが、前後の項目を見ても、これを

普及するような取組をしますとかいうことなく突然出てきているので、もしこうい

うのをするのだったら、黒丸のどこかに取組としてやりますというのがあってもい

いのではないかと思います。突然出てきた理由は何かあるのでしょうか。 

  

事務局 医療、介護との連携強化と観点からＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）

の説明をしていますが、わかりづらいところでありますので、文面の修正をさせて

いただきます。 

  

委員  79ページ、災害時や感染症流行時における高齢者支援体制の確立の中で、業務継

続計画、ＢＣＰ策定支援で、「義務化されている」と書かれていますが、これは介護

事業所がということですね。 

  

事務局  そうです。記載が不十分なので修正します。 

  

委員  上の避難行動要支援者に対する支援体制というところで、先日、危機管理課と話

をすることがあったのですが、泉大津市では登録対象者が 1,000人おられると教え

ていただきました。その方の避難する具体的な方法をまだこういう場や違う場で相

談できたらいいなと思っています。登録対象者というのは、リストを作ったとして

も、実際どういうふうに進めていくかを相談しないと名前が挙がっているだけでは
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発 言 者 発 言 内 容 

実際、災害時にこの方々を救えないわけです。これをまた継続して進めていく場、

皆さん参加しやすい場があったらなと思っています。よろしくお願いします。 

  

事務局  ご意見ありがとうございます。 

  

委員長  以上で本日の議題は終了となります。皆さん、ご協力ありがとうございました。

私の進行は以上とさせていただきます。 

 最後になりますが、今日も泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【素

案】についてはこれで１章から４章まではお認めいただいたということでよろしい

でしょうか。 

  

一同  異議なし 

  

委員長  ありがとうございます。文言についてのご意見をいただきましたので、そちらの

ほうは追加修正をお願いするということで、以上とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

  

事務局  委員長、どうもありがとうございました。次回は 12 月 19 日、13 時 30 分よりベ

ルセンター２階 第１研修室にて開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の推進委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

  

 （終了） 

 


